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紫
別
搬
0
.
職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び
旅
蛍
に
編
す
る
条
例
の
!
部

改
正
に
つ
i
て

次
の
と
お
d
特
別
職
の
警
只
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び
旅
蛍
に
馳
す
る
条
例
の
1
敵
を
改
正
す

る
こ
と
に
つ
S
て
､
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
雛
六
十
七
号
)
.
鈴
九
十
六
条
艶
】
項
の
規

定
に
上
か
.
本
毎
会
の
議
決
を
求
め
る
｡

昭
和
四
十
六
年
三
月
十
　
l
　
日
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吉

朝

町

長

　

　

攻
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巳

ー一

帝
四
冶
六
年
春
用
指
針
日
原
容
可
決

＼
　
三
朝
町
親
金
或
長
数
個
嶺
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三
朝
町
条
例
第
　
　
　
　
号
ー

特
別
磯
の
城
見
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び
施
敦
に
関
す
る
条
例
の

-
部
を
改
正
す
る
条
例

特
別
職
の
職
員
で
常
鞄
の
も
の
の
給
与
及
b
旅
蟹
に
関
す
る
条
例
(
昭
和
四
十
五
年
三
朝
町
条

例
第
五
号
)
　
の
-
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

別
表
鰐
一
中
.
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把
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る
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(
施
行
期
日
等
)

1
　
と
の
条
例
は
､
公
布
の
8
か
ら
施
行
し
､
昭
和
四
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
.

(
給
与
の
内
払
)

2
　
改
正
前
の
特
別
取
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び
挽
警
化
撃
す
る
条
例
の
玩
i
l
,
i
)
竺
空
っ

S
て
､
陥
勅
四
十
五
年
十
月
】
日
か
ら
　
こ
の
条
例
の
誓
付
の
n
l
の
前
日
ユ
豊
で
の
翫
b
J
A
,
箪
挑

戦
の
警
只
に
支
払
わ
れ
た
給
与
誓
　
改
正
後
f
o
t
警
別
恥
の
整
望
,
･
J
常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び
露

穀
に
舶
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
覆
す
o

二
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